
徳
島
県
告
示
第
百
一
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
度
随
時
技
能
検

定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

職
種
、
等
級
、
期
日
、
場
所
及
び
手
数
料
の
額

期

日

手

数

料

の

額

職

種

等
級

場

所

学

科

実

技

学

科

実

技

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工

三
級
及

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
別

徳
島
県
職
業
能

三
千
百
円

機
械
検
査
及
び
婦
人
子
供
服
製

、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
っ
き
、
ア
ル
ミ
ニ

び
基
礎

に
指
定
す
る
日

力
開
発
協
会
が

造

ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス

級

別
に
指
定
す
る

一
万
五
千
百
円

ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
プ
リ
ン
ト

場
所

そ
の
他
の
職
種

配
線
板
製
造
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、
ニ
ッ

一
万
八
千
二
百
円

ト
製
品
製
造
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具

製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建

具
製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
、
印
刷
、
製
本
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施

工
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造

、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と

び
、
左
官
、
築
炉
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型
枠
施
工
、

鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内

装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル

ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
、
工
業
包
装

さ
く
井
、
鋳
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工

二
級

、
建
築
板
金
（
内
外
装
板
金
に
限
る
。
）
、
工
場
板
金
、

め
っ
き
（
電
気
め
っ
き
に
限
る
。
）
、
機
械
検
査
、
電
子

機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
（
回
転
電
機
組
立
て
及

び
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
に
限
る
。
）
、
冷
凍
空
気
調



和
機
器
施
工
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
（
靴
下
製
造
に
限
る
。

）
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
帆
布
製
品
製
造

、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
（

貼
箱
製
造
に
限
る
。
）
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

成
形
（
射
出
成
形
及
び
ブ
ロ
ー
成
形
に
限
る
。
）
、
強
化

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
パ
ン
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら

ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
（
プ
ラ
ン
ト

配
管
に
限
る
。
）
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ

ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
（
ボ
ー

ド
仕
上
げ
工
事
及
び
カ
ー
テ
ン
工
事
に
限
る
。
）
、
熱
絶

縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装

、
塗
装
（
建
築
塗
装
、
金
属
塗
装
及
び
噴
霧
塗
装
に
限
る

。
）
、
工
業
包
装

二

受
検
の
制
限

二
級
の
受
検
に
つ
い
て
は
受
検
し
よ
う
と
す
る
職
種
に
係
る
三
級
の
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
、
三
級
の
受
検
に
つ
い
て
は
受
検
し
よ
う
と
す
る

職
種
に
係
る
基
礎
級
に
合
格
し
た
者
に
限
り
、
受
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

受
検
申
請
書
の
受
付
期
間

随
時
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

四

受
検
申
請
書
の
提
出
先

徳
島
市
新
浜
町
一
丁
目
一
番
七
号

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会

五

受
検
申
請
書
の
用
紙
の
配
布

受
検
申
請
書
の
用
紙
は
、
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
配
布
す
る
。
た
だ
し
、
受
検
申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協

会
（
電
話
〇
八
八
―
六
六
三
―
二
三
一
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

六

そ
の
他

こ
の
検
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
産
業
人
材
課
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
三
五
〇
）
又
は
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。


